
 

 

８ 学校防災計画 

（１）予防管理組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（２）学校災害対策本部組織表 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  部    鶴田（校長）・鶴（副校長）・古里（経営企画室長） 

            山口（教務部主任）、増田（生活指導部主任）、  

栗原（進路指導部主任） 

    

情報連絡係  ・人的、物的被害その他の異常事態を各係から報告を受

け、本部長、区災害対策本部へ連絡する。 

○古里（経営企画室長） 谷田（経営企画室） 
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避難誘導係  ・校庭への避難誘導に当たる。広域避難場所までの避 

難経路の安全確認をおこなう。また生徒引渡しを行う。 

○山口（教務部主任） 

冨田（１学年） 

内田（２学年） 

中村（３学年）   

栗原（４学年） 
  

消火・巡視係 ・行方不明生徒等の捜索、校舎の被害状況の確認を行う

また、初期消火、ガス器具・水道等の器具・元栓の閉

止や理科薬品保管等の点検を行う。これらの結果を情

報連絡係に連絡する。  

○増田（生活指導部主任）  能代谷（教務部） 
 

救 護 係  ・救急用品の確保、負傷者への救急処置を行う。 

重傷者の移送等について、医療救護所（医療機関も含

む）、区災害対策本部に速やかに連絡をとるよう情報

連絡係依頼する。   

○横山（養護教諭） 

〇栗原（進路指導部主任）   
 
    搬 出 係  ・校舎内で火災や校舎への延焼の恐れがある場合は、非

常持出品を搬出し管理する。なお、非常持出品を搬出

する事態が生じない場合は、他係の業務を優先する。 

○古里（経営企画室長） 経営企画室職員    

 

◎震災が発生した場合の対応 

職員は、学校防災計画の役割分担を基本としながらも、災害が発生した場合は、時と場

に応じた行動をとり、生徒の安全確保を第一に万全を期する。 
 

【災害発生時における危機管理体制】 

（1）学校災害対策本部組織と教職員の任務 

本校では、地震等の災害が発生した際、校長（不在の時は代理）を本部長とする①学

校災害対策本部を設置する。職員は、役割分担に従い、②災害応急活動に従事する。 

なお、職員が出張・休暇等で不在の場合や出勤途中、夜間・休日等で教職員がそろって

いない状況においては、一人二役など臨機応変に対応する。 

○在勤時…以下の（2）から（6）に従って従事する。 

○出退勤時、出張・休暇時や夜間・休日 

…交通機関や道路の状況など被災の状況によるが、可能な限り勤務先に出勤し

て、以下の（2）から（6）に従って従事する。 

 

 



 

 

（2）情報連絡活動 

① 情報収集及び提供 

連絡班は、生徒、教職員の安否の確認や教育庁災害対策本部からの情報連絡など、

災害時において必要とされる情報の収集及び提供、連絡に当たる。なお、情報を収

集するに当たっては、確実な情報であることが重要である。 

【情報項目】 
・災害の発生状況（余震、津波、火災等） 
・被災、被害の状況（生徒、教職員、学校施設、学校周辺、通学路等） 
・ライフライン、交通機関等の状況 

【収集手段】 
・巡視、出退勤中の教職員や、登下校中の児童・生徒からの情報 
・報道機関（ラジオ） 
・災害対策本部からの情報 
・そのほか携帯・固定電話、インターネット、ホームページ、災害伝言ダイヤル、 

【提供手段】 
・職員室内に掲示板への表示。 
・担当者からの文書報告 
・携帯・固定電話、インターネット、電子メール、ホームページ、災害伝言ダイヤ 
 ルなど多様な手段を適時活用し、担任を通じて保護者等に対して行う。 

② 被害状況の把握と報告 

連絡班は、生徒、教職員、学校施設・設備等の被害状況を把握し、校長（または、

副校長）に報告する。 

（3）避難誘導 

生徒の避難誘導に当たっては、職員は、生徒の安全確保を第一とする。その際、周

囲の状況を確認し、最善の避難ルートを選択する。 

【学校内での避難】                     

 校舎内避難 → 視聴覚室へ避難（集合場所）→グランドへ避難 

※避難する場合、救護班は救急医薬品等を携帯する。 

（4）校内の消火・巡視 

① 出火防止対策を日ごろの避難訓練で実施し徹底する。 

② 万一、出火した場合は、生徒を安全に誘導するとともに、校内放送、ハンドマイ

ク、口頭で火災発生を伝え、できるだけ多くの職員が直ちに初期消火に当たり、延

焼を最小限に食い止める。 

その際、二次災害にあわないよう生命・身体の安全に十分配慮する。 

③ 巡視に当たっては、消火・巡視係を中心に、できる限り２人以上で班編成し、点検

場所・項目の漏れがないよう注意する。 

（5）救護活動 

大震災により大勢の負傷者が出た場合 

救護のためのスペースとして①格技棟を利用し、傷などへの応急処置は、救護班が

当たる。救護活動に参加可能な生徒に対しては救護の補助を依頼する。 

  



 

 

（6）搬出活動 

地震による出火や校舎への延焼のおそれがある場合には、定めてある非常持出品、

搬出担当者、搬出場所に基づいて搬出活動を行う。 

【非常持出品】 【搬出担当者及び搬出方法】 【搬出場所】 

①校長印 

②学校沿革史 

③職員人事関係書類 

④卒業証書授与台帳 

⑤指導要録 

担当者 

①②③④ 経営企画室 

⑤    教務部 

 

 

グランド 

広域避難場所 

 

 

 

 

◎生徒の避難誘導 

大震災時においては、生徒は恐怖心に襲われ、パニック状態になることが予想され

るため、職員は、生徒に対して安心感を与える言葉をかけるとともに、常に、生徒

一人一人を把握し、避難誘導に努める。 

教職員の避難誘導の指針 

生徒の安全確保を第一とする。 

① お・か・し・も（｢押すな｣、「かけるな｣、「しゃべるな｣、「戻るな｣）を合い言 

葉として、単純明快な指示で、生徒を掌握する。 

② 自力で避難できない生徒の安全確保を優先にする。 

③ 発災後、校庭に避難した場合は、校舎内に生徒が残っているか否かの確認を行う。 

④ 校舎の被害状況によっては、校舎内の避難順序や経路を変更し誘導する。 

⑤ 避難の際、出席簿、緊急連絡用、ホイッスル、懐中電灯等を携帯する。 

 

◎非常配備態勢の発令基準（配備職員） 

（１）夜間休日等の勤務時間外において、震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動発

令） 

当該職員が所属する

部署の発災から７２

時間までの役割 

居住地から勤務地

までの距離 
配備職員の指定区分 参集場所 

全員が、教育庁とし

ての応急対策業務に

従事する。 

１０Km以内 第一配備職員 大崎高等学校 

１０Kmから２０Km 第二配備職員 大崎高等学校 

２０Km超 

第三配備職員 大崎高等学校 

特例配備職員 
あらかじめ指定

された都立学校 

 



 

 

（２）生徒への対応 

地震災害発生時間帯 対応内容 

生徒が自宅にいるとき ①校長が自宅待機を決定する。 

②校長が不在の場合、校長の指示のもと副校長が決定す

る。 

③管理職不在の場合、防災委員会が決定する。 

④自宅待機は緊急連絡を行う。 

生徒が登下校の途中 ①生徒：自宅の近くにいる場合→自宅へ。 

②生徒：学校の近くにいる場合→学校へ登校する。また

は、学校へ戻る。 

③生徒が学校滞在になった場合、保護下にあることを保

護者に知らせる。（学校のHP・Teams等を利用する） 

生徒が在校中 ①基準に従って安全確保に努める。 

②生徒の帰宅に関しては、交通状況等情報を収集、分析

して帰宅可能かを判断し、東京都教育委員会へ連絡す

る。 

③帰宅不能の場合、宿泊態勢をとる。東京都教育委員会

へ報告する。 

 

◎ 災害時の対応について 

（１）品川区との協定に基づく避難所等の運営について 

本校は、品川区と「避難所の協定」を結んでおり、大震災などが起きた場合は「避難所」

として「避難所運営管理マニュアル」のとおり使用する。したがって、日頃から品川区防災

関係機関及び地域防災関係者との連携を密にし、地域と一体となった防災体制の整備に努

めるとともに、避難所の開設及び管理運営に協力する。 

（２）帰宅支援ステーションとしての役割について 

 本校は、災害時帰宅支援ステーションとして、水道水の提供、トイレの使用、地図等によ

る道路情報やラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報の提供などの協力を行う。 

（３）災害時の近隣住民との連携体制について 

 災害時における迅速・円滑な災害時拠点施設の管理・運営のためには、地元の防災団体や

ボランティアの支援を受けつつ、直接被害を受けた近隣住民にも協力を求める必要がある。

そのため、平成 24年度防災教育推進校の取組の一環として結成した防災活動支援隊の活動

を継続し、地域の防災訓練等に協力する等の日常的な交流を図る。災害時にはそうした日常

的な連携を生かして、近隣住民の協力を得ながら災害時拠点施設としての役割を果たす。 

（４）学校の一次滞在施設としての役割について  

 一次滞在施設とは、首都圏で首都直下地震が発生した際に、駅周辺の滞留者や屋外で被災

した外出者のうち、帰宅が可能になるまで待機する場所がない者を一時的に受け入れる施

設のことである。 

 本校も一次滞在施設となっており、指定を受けた場合、災害時に水や食糧等の支援物資を

配布するほか、帰宅困難者については、最長で３日間の受入れを行う。 

  



 

 

９ 生徒の健康に関する緊急時対応体制 
 

１ 緊急事態発生時の対応 

（１）基本方針 

 ・生徒の健康に関する緊急時には、全教職員の共通理解のもと連携し、迅速かつ適切な対

応をする。 

 ・管理職、養護教諭、担任が不在の場合においても、役割を分担し対応する。 

 

（２）緊急時対応体制 

 発見者 生徒から離れず観察する ※患者を一人にしないこと※ 

     人を集める 

 管理職 現場に到着し次第リーダーとなる 

     役割の確認および指示 

 その他の教員 「準備」物品の準備 

        「連絡」救急車要請、保護者への連絡 

        「記録」症状記録 

 

（３）医療機関への移送時の注意 

   ①医療機関の決定は、原則として保護者及び本人の意向を聞く。 

    主治医がいる場合は、可能な限りその病院へ移送するよう取りはからう。 

   ②医療機関へ事前に電話連絡をし、診療を依頼する。 

    「いつ、どこで、誰が、どうして、どうなったか、どんな手当てをしたか」 

    簡単明瞭に伝える。 

    必要に応じて、診てもらうまでの処置について、医師の指示を受ける。 

   ③原則としてタクシーを利用する。領収書をもらい後で清算。 

 

    

 

 

 

 

 

（４）救急材料・器材の整備 

   ①日常の救急材料は、保健室の他、職員室の副校長側扉付近に準備。 

＊原則として生徒に内服薬の与薬はしない。 

  ②担架の置き場所：全日制保健室の入口を入って正面の壁面 

   ③AEDの置き場所：２階職員用玄関の自動ドアの外駐輪場側と格技棟１階の入り口を入っ

て左手 

＊救急車要請基準＊ 

（１）心肺停止 

（２）意識障害、ショック症状、けいれんの持続 

（３）激痛の持続 

（４）多量の出血、大きな開放傷 

（５）広範囲のやけど 

（６）食物アレルギーによるアナフィラキシー 

等 

 



 

 

（５）緊急連絡先 

＊学校医 

内科 吉原 幸子 ３７８１－４０３０ 品川区戸越５－８－５ 

歯科 依田 慶正 ３７８２－０３８２ 品川区戸越６－７－２６ 

眼科 吉野 美奈 ３７８１－３３３３ 品川区豊町６－２－２ 

耳鼻科 小林 毅 ５７５１－７６１１ 品川区戸越４－１－１７ 

 

＊医療機関 

昭和医科大学病院 ３７８４－８０００ 品川区旗の台１－５－８ 

東邦大学大森病院 ３７６２－４１５１ 大田区大森西６－１１－１ 

慈恵医科大病院 ３４３３－１１１１ 港区西新橋３－１９－１８ 

NTT 東日本関東病院 ３４４８－６１１１ 品川区東五反田５－９－２２ 

東京都立広尾病院 ３４４４－１１８１ 渋谷区恵比寿２－３４－１０ 

東京品川病院 ３７６４－０５１１ 品川区東大井６－３－２２ 

第三北品川病院 ３４７４－１８３１ 品川区北品川３－３－７ 

麦谷医院 ３７８５－３１７５ 品川区戸越５－７－２０ 

 

＊医療機関の案内 

東京消防庁テレホンサービス（２３区） ３２１２－２３２３ 

医療機関案内サービス「ひまわり」 ５２７２－０３０３ 

 

 

＊タクシー 

荏原交通 ３７８３－５１１１ 

日本交通 ０５０－３１０１－６９９９ 

 

２ 平常時の対応 

（１）基本方針 

 ・全教職員、学校医、関係機関等と連携し、共通認識を持ち、組織的に対応する。 

 

（２）校内組織体制 

 ・学校保健委員会    ＜構成＞副校長、養護教諭、保健体育科教諭 

 ・学校安全委員会    ＜構成＞副校長、企画室長、生活指導部教諭、養護教諭 

 ・安全衛生委員会    ＜構成＞校長、副校長、企画室長、養護教諭 

 ・アレルギー対応委員会 ＜構成＞副校長、養護教諭、栄養職員、各学年担任  



 

 

（３）連携体制 

 ・保護者や学校医等と連携し、緊急時に備える。 

 ・関係機関や地域との連携を図る。 

 

（４）情報共有 

 ・AED の位置を全教職員が把握する。 

 ・定期健康診断の結果で、緊急対応を要する生徒を把握する。 

 ・アレルギー疾患や基礎疾患のある生徒の把握をする。 

 ・学校生活管理指導表に関する情報共有をする。 

 ・心身の状態について職員間で定期的に情報共有をする。 

 


